
【事例－10】 

発生源 ：集塵機・印刷機 
苦情内容：部屋の中で音が気になる 
対策方法：工場建屋壁面の防音性能強化、集塵機への防振ゴム設置、 

     印刷機のメンテナンス 

 
 
＜苦情対応の概要＞ 

隣接する工場の音が、大きな音ではないが部屋の中で気になるとの訴えがあった。

騒音については規制値以下であることから、低周波音の測定を実施したところ、測

定値は 40～80Hz の帯域で 5～16dB 参照値を超えていた。工場側に結果を伝え、

どの施設が原因となっているが調査をお願いしたところ、集塵機と印刷機であるこ

とがわかった。その後、工場側が専門家の助言の下、これら機械の対策を行うとと

もに、建屋壁面の防音性能を強化し、苦情は解決した。 
 
 
＜苦情対応の流れ＞ 
 
 
 

 

 
＊発生源側の稼動状況と苦情者の反応の対応関係を確認しなかった。 

 
 

低周波音問題の評価手順(心身に係る苦情) 



＜苦情対応＞    
 

隣接する工場の音が気になるとの訴えが寄せられた。 
 

・苦情者宅で苦情を申し立てている人数は1人で、苦情者宅以外

に周辺で苦情を申し立てる家はない。 

・苦情者宅は平屋の一戸建てで、居間でその音を感じるとのこと

である。部屋の中の強く感じる場所はない。 

・問題とする音は間欠的で、窓の開閉によらず聞こえ、不快感が

ある。 

・発生時期や推定される発生源は不明とのことである。 

 
 
苦情者宅に出向き、再度聞き取りを行うとともに、発生源との位置

関係・周辺の状況、苦情者宅の状況を確認した。また、調査員自ら

苦情者が申し立てる被害感を感じるかを確認した。 
 

○苦情者宅周辺の状況調査 

・苦情者宅の北東側に工場があり、工場に設置されている施設が

発生源ではないかと推定された。（図3-10-1参照） 

○調査員の所感 

・音は聞こえるが、圧迫感や違和感などの不快感はない。 

・苦情者の申し立て内容と調査員の把握した内容の対応がとれて

いる。 

 

苦情者宅の居間において低周波音の測定を行った。 

 

・測定結果を図3-10-2に示す。 

 

発生源側と苦情者側の対応関係の確認は実施しなかった。 

 

 

苦情者宅屋内における測定値を参照値と比較した。 

 

申し立て内容 
の把握 

現場の確認 

測 定 

評 価 

発生源の稼働 
状況と苦情と 
の対応関係 



・測定値は心身苦情参照値以上であった。 

 

測定値が参照値を超えていたことから、発生源側にこの原因の調査

について協力をお願いし工場側で調査、対策を行った。 

 

・住工混在地域であることから、工場側としても積極的に対策を

行うこととなり、専門知識を有する人材を役員として招き入れ

た。 

・調査の結果、集塵機と印刷機が主な原因であることが分かり、

集塵機に防振ゴムを設置し、印刷機のメンテナンスを行った。

また、スレートであった工場建屋の壁面をALCに改修した。 

・この対策の内容について、工場側から苦情者に説明し、苦情は

解決した。 

 
行っていない。 

 
 

 

図 3-13-1 発生源側と苦情者宅の位置関係および測定点 
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図3-10-2　低周波音の周波数特性（苦情者宅屋内）

 


